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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成26年6月5日(2014.6.5)

【公表番号】特表2013-533104(P2013-533104A)
【公表日】平成25年8月22日(2013.8.22)
【年通号数】公開・登録公報2013-045
【出願番号】特願2013-511745(P2013-511745)
【国際特許分類】
   Ｂ０５Ｄ   1/26     (2006.01)
   Ｂ０５Ｃ  13/00     (2006.01)
   Ｂ０５Ｄ   1/38     (2006.01)
   Ｂ０５Ｄ   3/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０５Ｄ   1/26    　　　Ｚ
   Ｂ０５Ｃ  13/00    　　　　
   Ｂ０５Ｄ   1/38    　　　　
   Ｂ０５Ｄ   3/12    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成26年4月16日(2014.4.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置の被加工物支持面の形状を必要な形状へと近付ける方法であって、
　表面の形状の測定値を取得するステップと、
　表面の形状を必要な形状へと近付けるためのシム層の厚さを、前記測定値に基づいて決
定するステップと、
　シム層を表面へと適用するステップと
　を含み、
　シム層が、印刷ヘッドからシム層を印刷することによってもたらされる、方法。
【請求項２】
　前記シム層を表面へと直接印刷するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記シム層が、少なくとも１つのインク層を含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記シム層が、間隔を空けて位置した複数の部分を含む不連続な層を含む、請求項１～
３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記間隔を空けて位置した部分が、複数のスペーサを含み、前記スペーサが格子パター
ンにて印刷されている、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　上乗せ層を用意するステップと、前記上乗せ層を表面上に配置して作業面をもたらすス
テップと、前記シム層を前記上乗せ層へと印刷するステップとを含む、請求項１～５のい
ずれかに記載の方法。
【請求項７】
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　前記シム層が、前記表面と前記上乗せ層との間に設けられる、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記必要な形状が、平坦な表面であり、前記シム層の厚さが、前記測定された形状にお
けるばらつきを軽減するように決定される、請求項１～７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記表面の形状の測定値が、表面と基準点との間の複数の位置における距離を含み、
　前記基準点が、表面の上方に取り付けられたセンサまたは作業ヘッドの前記複数の位置
の各々における場所を含む、請求項１～８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　作業ヘッドまたはセンサが、表面に実質的に平行な平面内で表面の上方を移動するよう
に取り付けられ、
　前記作業ヘッドが、印刷ヘッドである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記必要な形状が、基準点と表面との間の距離が前記位置の各々において実質的に等し
い形状である、請求項９または１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記作業ヘッドが、被加工物へとコーティングを塗布するための装置であり、
　測定の工程が、装置によって塗布されたコーティングの厚さの測定を含み、
　前記作業ヘッドが、スリットコータである、
　請求項１～１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　被加工物の厚さを測定するステップを含み、
　前記距離が、作業ヘッドの焦点距離から被加工物の厚さを引いたものに相当し、
　前記作業ヘッドが、被加工物を検査するための装置、集束レーザ、または撮像装置であ
る、請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　作業ヘッドと、被加工物支持面とを有しており、
　印刷によってシム層が前記支持面に形成され、前記シム層が表面の形状を基準の形状へ
と近付けるように構成された厚さを有するようにする、装置。
【請求項１５】
　前記基準の形状が、実質的に平坦な表面であるか、または前記支持面と前記作業ヘッド
との間のすき間が実質的に一定であるような形状である、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　コーティングを基板へと付着させるための請求項１４に記載の装置であって、
　前記作業ヘッドは、前記支持面の上方に取り付けられ表面の上方を移動してコーティン
グを適用するように構成されたコーティングヘッドを有しており、
　前記シム層が、実質的に一定のコーティング厚さを維持するように、コーティングヘッ
ドと基板との間のすき間のばらつきを軽減するように構成された厚さを有する、装置。
【請求項１７】
　基板の画像をもたらすための請求項１４に記載の装置であって、基板のための支持面と
、基板を走査すべく支持面の上方に取り付けられた撮像装置と
　を備えており、印刷によるシム層が、撮像装置の一定の焦点距離を維持するように基板
と撮像装置との間のすき間のばらつきを軽減するように支持面と基板との間に設けられる
、装置。
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